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警報発令時の生徒の引き継ぎについて

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、御健勝のことと存じます。平素は、本校の教育活動

に御支援を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、警報発令時における生徒の安全確保に伴う保護者への引き継ぎ（引き渡し）を下記のとお

り行いますので、御理解と御協力をよろしくお願いします。なお、６月１３日（火）に「生徒の引

き継ぎ訓練」を実施します。（後日、詳しい日程等は、お知らせいたします。）

今後引き継ぎが実施される場合については、以下の方法で行いますので、保護者の皆様には何と

ぞ御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

○警報発令時の引き継ぎ方法の周知や引き継ぎの優先順位などについて、ご家族で話し合いを

十分にしてください。

○警報発令時、電話混線が起こりますので問い合わせの電話は原則としてしないでください。

○生徒引き継ぎの準備がありますので、警報発令30分後をめどに行動を始めてください。

○警報発令時、場合によってメール配信が届きにくくなります。学校からの連絡がなくても、

町の防災無線によるお知らせや気象庁等の警報発令を確認して引き取りに来てください。

○安全が第一です。生徒は学校で待機させていますので、雨の様子や冠水の状況など危険が無

いか確認され、慌てず引き取りに来てください。

（早く来校されても引き継ぎの準備が整うまでお待ちいただきます。）

記

１ 引き継ぎの発生

登校後、気象に関わる警報が発令された場合（大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪等）、保護者

等への引き継ぎによる下校が原則となります。「気象警報等の発表時における休業及び登下校に

ついて」（平成26年10月改訂版）を御参照願います。

また、東海地震の注意情報が発令された場合も、生徒の安全を優先して引き継ぎを行います。

２ 引き取り者

生徒の引き取り者は原則保護者ですが、生徒の親族や友人など、保護者から依頼された方も

引き取り者とします。（不審者対策のため、お名前を確認します。）

３ 引き継ぎの手順

① 保護者は、体育館の西入口で「輪之内中学校引継ぎ者証（裏面）」を提示する。

② アリーナ内（裏面）の動きにしたがって、お子様を引き取る。

③ 担任からサインをもらう。

④ 出口にて、引継ぎ証を提出する。

４ 駐車場について

駐車場は、町図書館前駐車場を利用してください。なお、渋滞や事故防止のために、学校正

門は封鎖します。（裏面参照）

また、役場駐車場への駐車が御遠慮ください。

５ 緊急携帯メールへの登録のお願い

警報発令時等、緊急時の連絡に携帯メールを利用します。1年生の保護者は、

新規登録をお願いします。２・３年生の保護者につきましても、携帯電話を変更

されたり、メールアドレス等を変更されたりした場合は、速やかに登録手続きをお

願いします。また、警報が発令されると予想される場合にも、定期的にメールを確

認していただきますようお願いします。）

６ 輪之内町の防災メールへの登録のお願い

町外に外出されている場合でも、輪之内町の警報発令等の情報を得ることができます。輪之

内町の防災メールに登録されることをお奨めいたします。防災メールへの登録の仕方は、以下

のメールアドレスへ空メールを送信して登録します。

空メールアドレスt-wanouchi@sg-m.jp




